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は
じ
め
に

　

筆
者
は
二
〇
〇
六
年
よ
り
、
科
学
研
究
費
の
研
究
分
担
者
な
ど
と
し
て
、
た
び
た

び
韓
国
出
土
木
簡
、中
で
も
城
山
山
城
木
簡
の
調
査
へ
同
行
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

城
山
山
城
木
簡
は
、筆
者
が
日
頃
学
ん
で
い
る
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
を
は
じ
め
と
す
る
、

中
国
湖
南
省
出
土
の
三
国
西
晋
期
簡
牘
よ
り
三
百
年
ほ
ど
後
の
史
料
群
で
あ
る
が
、

こ
の
両
史
料
が
作
成
さ
れ
た
三
〜
六
世
紀
は
、
中
国
、
さ
ら
に
そ
の
周
辺
の
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
、
非
漢
族
に
よ
る
王
朝
建
設
と
、
そ
れ
に
伴
う
文
字
の
利
用
が
広
ま
っ

た
時
期
に
当
た
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
東
ア
ジ
ア
国
家
形
成
期
の
一
次
史
料
た

る
こ
の
両
者
の
比
較
は
、
同
地
域
に
お
け
る
書
記
文
化
の
ひ
ろ
ま
り
を
理
解
す
る
上

で
注
目
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
は
、
書
写
材
料
と
し
て
紙
と
木
が
併
用
さ
れ
る
時

期
の
木
簡
・
簡
牘
、
と
い
う
共
通
項
は
あ
る
も
の
の

）
1
（

、
そ
の
内
容
・
性
格
か
ら
具
体

的
・
直
接
的
な
比
較
を
行
お
う
と
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
隔
た
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
背
景
に
あ
る
社
会
や
制
度
の
違
い
、
出
土
地
の
性
格
の
相
違
（
新
た

に
獲
得
し
た
領
域
を
確
保
し
防
衛
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
拠
点
か
、
前
王
朝
以
来
の

郡
県
制
下
の
行
政
拠
点
か
）
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
城
山
山
城
木
簡
が
貢
進
さ
れ

た
物
品
の
付
札
と
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し

）
2
（

、
走
馬
楼
呉
簡
は
そ
の
大
半
が
戸
籍
な
ど

の
名
籍
、
ま
た
は
倉
・
庫
で
作
成
さ
れ
た
穀
物
・
財
物
の
出
納
記
録
、
な
い
し
そ
れ

を
定
期
的
に
集
計
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
て
お
り

）
3
（

、
地
方
行
政
の
中
で
は
お
そ
ら
く

隣
接
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
の
、
作
成
さ
れ
た
レ
ベ
ル
や
果
た
し
て
い
る
役
割
に
相

違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
性
格
面
の
相
違
と
同
様
の
隔
た
り
は
、
木
簡
・
簡
牘
の
作
成
方
法
や

形
状
面
に
も
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
城
山
山
城
木
簡
に
は

マ
ツ
な
ど
の
小
枝
を
半
裁
し
て
作
成
し
た
簡
便
な
も
の
が
多
く
、
木
髄
や
樹
皮
が
頻

繁
に
見
ら
れ
る

）
4
（

。
李
成
市
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
城
山
山
城
で
は
こ
れ
ら
付
札
と

し
て
利
用
さ
れ
た
木
簡
と
は
別
に
、
出
納
記
録
・
帳
簿
に
相
当
す
る
も
の
が
紙
で
作

成
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

）
5
（

。
一
方
、
走
馬
楼
呉
簡
中
の
名
籍
・
帳
簿

類
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
竹
簡
で
あ
り
、
少
数
含
ま
れ
る
木
簡
・
木
牘
も
枝
を
半
裁
し

て
作
っ
た
よ
う
な
簡
便
な
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
材
か
ら
切
り
出
さ
れ
、
一
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定
の
規
格
に
従
い
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

）
6
（

。
中
国
に
お
け
る
紙
木
併
用

期
の
書
写
材
料
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
後
日
の
確
認
の
た
め
に
側
面
に
刻
歯
と
呼
ば

れ
る
切
り
込
み
を
施
す
な
ど
木
の
特
性
を
活
か
し
た
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
、
符
券

と
称
さ
れ
る
割
り
符
の
類
は
移
行
が
遅
れ
た
の
に
対
し
、
戸
籍
や
出
納
記
録
の
集
計

な
ど
の
簿
籍
と
称
さ
れ
る
帳
簿
の
類
は
、
相
対
的
に
早
く
紙
に
移
行
し
て
い
っ
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
7
（

。
前
述
し
た
城
山
山
城
木
簡
と
走
馬
楼
呉
簡
の
性
格
の
相

違
は
、
こ
の
よ
う
な
符
券
と
簿
籍
の
移
行
時
期
の
ず
れ
と
両
出
土
史
料
群
の
時
期
の

ず
れ
を
顧
み
れ
ば
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
走
馬
楼
呉
簡
で
は
、
文
書
送
達
の
際

に
封
緘
の
役
割
を
果
た
す
木
簡
で
あ
る
封
検
や
、
運
送
用
も
し
く
は
倉
庫
内
で
の
整

理
用
の
付
札
で
あ
り
、
形
状
の
面
で
城
山
山
城
木
簡
と
似
る
簽
牌
な
ど
符
券
の
類
に

属
す
る
木
簡
も
、
大
き
な
材
か
ら
一
定
の
規
格
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
枝
か

ら
作
成
し
樹
皮
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
既
公
開
分
の
中

に
は
み
ら
れ
な
い
。
同
じ
く
湖
南
省
か
ら
出
土
し
た
郴
州
晋
簡
も
、
既
公
開
分
は
ほ

と
ん
ど
が
整
っ
た
木
簡
で
あ
り
、
一
定
の
規
格
に
従
っ
て
大
き
い
材
か
ら
作
成
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
、
走
馬
楼
呉
簡
と
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
紙
木
併
用
期
と
い
う
意
味
で
共
通
す
る
性
格
を
も
つ
筈
の
、
韓

国
出
土
木
簡
と
中
国
湖
南
省
出
土
の
三
国
西
晋
期
簡
牘
と
の
比
較
は
、
内
容
・
性
格

面
か
ら
も
、
ま
た
形
状
面
か
ら
も
、
直
接
的
に
は
い
さ
さ
か
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
で
は
、
韓
国
出
土
木
簡
と
中
国
簡
牘
の
具
体
的
な
比
較
は
、
ど
の
よ
う
な
切

り
口
か
ら
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
比
較
の
対
象
と
す
る
中
国
簡
牘
を
も
う
少
し

広
げ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
従
来
よ
り
、
内
容
・
性
格

と
形
態
・
作
成
方
法
の
う
ち
特
に
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
韓
国
出
土
木
簡
は
觚
や

棒
状
木
簡
の
占
め
る
割
合
が
高
い
こ
と
か
ら
、
漢
代
簡
牘
の
直
接
的
影
響
が
及
ん
で

い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
8
（

。
確
か
に
元
来
、
居
延
漢
簡
に
代
表
さ
れ
る
中
国

西
北
地
域
出
土
の
漢
代
簡
牘
中
に
は
、
枝
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
封
検
・
觚
・
檄
・

符
券
が
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
枝
を
中
央
か

ら
半
分
に
割
り
、
外
側
を
削
っ
て
書
写
面
を
設
け
た
券
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
）
9
（

。
し
か
し
上
述
し
た
韓
国
出
土
木
簡
に
関
す
る
指
摘
自
体
は
、
漢
代
簡
牘
の
中
に

觚
が
散
見
す
る
こ
と
、
お
よ
び
日
本
出
土
木
簡
中
に
觚
が
な
い
と
す
る
認
識
に
基
づ

い
て
お
り
、
必
ず
し
も
個
別
具
体
的
な
比
較
検
討
を
経
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
関
連
性
に
つ
い
て
、
城
山
山
城
木
簡
の
検
討
か
ら

は
、
む
し
ろ
利
用
す
る
材
に
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
り

）
10
（

、
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
韓
国
出
土
木
簡
と
中
国
西
北
地
域
出
土
の
漢
代
簡
牘
の

比
較
は
概
括
的
な
段
階
に
止
ま
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
追
究
は
あ
ま
り
進
め
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
点
に
関
し
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
に
実
施
し
た
居
延
漢
簡
の
実
見
調

査
に
お
い
て
、
城
山
山
城
木
簡
と
共
通
す
る
作
成
方
法
を
用
い
た
と
み
ら
れ
る
木
簡

を
発
見
し
た
こ
と
に
端
緒
を
得
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
に
橋
本
繁
氏
と
と
も
に
代
表

的
な
漢
代
簡
牘
で
あ
る
居
延
漢
簡
（
旧
簡
）
の
実
見
調
査
を
行
い
、
ま
た
同
年
八
月

に
も
同
氏
と
と
も
に
居
延
新
簡
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
調
査
の
成

果
に
基
づ
き
、
敢
え
て
木
簡
の
作
成
方
法
の
共
通
性
に
焦
点
を
絞
る
形
で
、
城
山
山

城
木
簡
と
居
延
漢
簡
の
個
別
具
体
的
な
比
較
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
今
回
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
台
湾
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
邢

義
田
氏
、
お
よ
び
中
国
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
簡
牘
研
究
室
の
張
俊
民
氏
の
ご
厚

意
と
ご
助
力
、
な
ら
び
に
幅
広
い
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
愛
媛
大
学
法
文

学
部
の
藤
田
勝
久
氏
に
は
、
二
〇
〇
九
年
の
調
査
に
お
連
れ
い
た
だ
い
た
の
み
な
ら

ず
、
上
記
の
両
氏
へ
紹
介
の
労
も
執
っ
て
く
だ
さ
る
な
ど
、
多
大
な
ご
支
援
を
頂
戴

し
た
。
各
氏
の
ご
厚
意
と
ご
教
示
が
な
け
れ
ば
、
居
延
漢
簡
初
心
者
で
あ
る
筆
者
に

は
調
査
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た

二
〇
一
三
年
の
二
回
の
調
査
に
ご
同
行
い
た
だ
い
た
橋
本
繁
氏
に
は
、形
態
の
観
察
、

記
録
の
方
法
を
は
じ
め
、
多
方
面
に
わ
た
る
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
か
ら
述

べ
る
調
査
の
成
果
も
、
橋
本
氏
よ
り
の
ご
教
示
に
基
づ
く
も
の
が
相
当
に
含
ま
れ
て

い
る
。
氏
の
ご
助
力
に
も
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
当
然
な
が
ら
本

稿
は
筆
者
の
責
任
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
誤
解
が
あ
る
場
合
は
筆
者
の
責
任
で
あ
る
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こ
と
を
申
し
添
え
る
。

　

本
稿
に
掲
載
の
図
版
は
、
居
延
漢
簡
に
つ
い
て
は
労
榦
『
居
延
漢
簡
』
図
版
之

部
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
二
一
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
、
一
九
五
七
）
に
、
城
山
山
城
木
簡
に
つ
い
て
は
早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究

所
・
大
韓
民
国
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
編
『
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』（
雄
山
閣
、

二
〇
〇
九
）
所
掲
の
図
版
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
。
ま
た
居
延
漢
簡
の
釈
文
に
つ

い
て
は
、
謝
桂
華
・
李
均
明
・
朱
国

『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
七
）
に
基
づ
い
た
。
た
だ
し
実
見
時
の
所
見
に
よ
っ
て
補
訂
を
加
え
た
部
分

が
あ
る
。

一
．
Ａ
27
遺
址
出
土
の
郵
書
逓
送
記
録
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
本
稿
の
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
に
台
湾
・

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
お
け
る
実
見
で
確
認
し
た
木
簡
を
紹
介
し
て
お
こ

う
（
図
1
）。
本
簡
は
長
十
一
．二
㎝
、
幅
一
．〇
㎝
、
厚
〇
．三
二
㎝
、
形
状
は
正
面

右
上
か
ら
左
下
方
向
へ
折
れ
て
お
り
、
下
部
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。

　

本
簡
は
多
く
の
点
で
、
城
山
山
城
木
簡
と
類
似
す
る
特
徴
を
も
つ
。
ま
ず
簡
の
左

右
だ
が
、
図
版
で
も
両
側
に
黒
く
筋
状
の
影
が
付
い
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ

れ
は
実
見
し
た
と
こ
ろ
樹
皮
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
下
部
か
ら
断
面
の
形

状
を
確
認
す
る
と
、
半
円
の
上
部
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
姿
を
し
て
お
り
（
文
字
の

あ
る
正
面
は
半
円
上
部
側
に
な
る
）、
裏
返
す
と
、
簡
背
面
の
中
央
に
木
髄
の
よ
う

な
部
分
が
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
簡
の
下
端
部
に
つ
い
て
見
る
と
、
両
側
は
刃

物
で
切
っ
た
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
な
断
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
央
の
木
髄
の
よ
う
な

部
分
は
上
部
方
向
に
へ
こ
み
、
切
断
面
は
で
こ
ぼ
こ
に
さ
さ
く
れ
て
い
た
。
な
お
本

簡
に
つ
い
て
は
、
歴
史
語
言
研
究
所
が
公
開
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
漢
代
簡
牘
數
位

典
藏
」
内
の
「
歷
史
語
言
研
究
所
藏
漢
代
簡
牘
資
料
庫
」（
以
下
「
數
位
典
藏
」
と

略
称
）
に
て
、
大
き
さ
・
著
録
先
な
ど
の
情
報
と
共
に
正
面
・
背
面
の
カ
ラ
ー
写
真

を
閲
覧
可
能
で
あ
り

）
11
（

、
左
右
に
残
存
す
る
樹
皮
や
背
面
の
木
髄
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

以
上
の
特
徴
を
城
山
山
城
木
簡
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
左
右
に
樹
皮
が
残

り
、
断
面
が
半
円
の
上
部
を
取
り
去
っ
た
形
状
に
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
城

山
山
城
木
簡
四
四
号
簡
・
五
七
号
簡
な
ど
に
同
様
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
下
端

に
つ
い
て
、
左
右
か
ら
刃
物
で
切
っ
た
よ
う
な
真
っ
直
ぐ
な
断
面
が
入
り
、
中
央
部

が
く
ぼ
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
は
、
同
七
七
号
簡
が
あ
る
（
図
2
）。
七
七
号
簡
の

下
端
部
は
刃
物
を
左
右
か
ら
入
れ
て
折
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
く
ぼ
ん
で

図 1　［簡一］130.11

図 2　城山山城木簡七七号

　
　
﹇
簡
一
﹈　

／ 　

 　

 

封
完  

　
　
　
　
　
　

／ 　

 

明
受
鄧
惠 

（130.11

）
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10

い
る
部
分
に
あ
た
る
裏
面
に
木
髄
が
確
認
さ
れ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
図
1
と
図

2
を
見
比
べ
る
だ
け
で
も
、そ
の
類
似
は
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
城
山
山
城
木
簡
で
は
、

四
〇
号
・
五
〇
号
簡
の
観
察
か
ら
、
上
下
端
の
切
断
に
あ
た
っ
て
周
囲
か
ら
刃
を
入

れ
て
折
る
方
法
を
取
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
中
心
部
分
が
繊
維
に
沿
っ
て
抉
れ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
七
七
号
も
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
。
な
お
、
以
上
五
点
の
城
山
山
城
木
簡
は
幅
一
．七
〜
二
．四
㎝
、
い
ず
れ
も

樹
皮
・
髄
な
ど
を
留
め
て
お
り
、
枝
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
諸
特
徴
は
、
橋
本
氏
が
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
を
推
定
す
る
手
掛
か

り
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
共
通
性
か
ら
見
て
、
本
簡
も
そ
の
製
作
技
法
の
前
半

四
段
階
（
枝
を
採
取
し
、
中
心
か
ら
縦
に
割
り
、
書
写
面
等
の
調
整
を
行
い
、
上
下

端
を
切
断
）
と
ほ
ぼ
同
じ
方
法
で
作
成
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

本
簡
は
断
簡
で
あ
る
が
、
下
半
部
に
同
様
の
記
載
を
も
つ
簡
と
し
て
は
、﹇
簡
一
﹈

と
同
じ
く
A 

27
遺
址
（
査
科
爾
帖
）
で
出
土
し
た
も
の
か
ら
﹇
簡
二
﹈
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
書
式
か
ら
郵
書
刺
（
郵
書
逓
送
記
録
）
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る

）
12
（

。
同
遺

址
か
ら
出
土
し
た
同
種
の
簡
と
し
て
は
﹇
簡
三
﹈﹇
簡
四
﹈﹇
簡
五
﹈
が
あ
る
。

従
来
の
整
理
を
参
照
す
れ
ば
、
書
式
は
上
段
に
逓
送
の
方
向
と
封
書
の
数
、
下
段
右

（
お
よ
び
中
）
に
封
書
の
発
信
元
お
よ
び
印
章
・
発
送
日
と
宛
先
、
左
に
受
領
の
年

月
日
時
刻
と
受
け
取
っ
た
者
の
名
前
・「
受
」・
渡
し
た
者
の
名
前
、
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
郵
行
」
は
郵
（
部
）
に
よ
る
送
達
の
意

）
13
（

、「
封
完
」
は
封
印
が
そ

の
ま
ま
で
あ
る
、
も
し
く
は
き
ち
ん
と
し
て
い
る
の
意
味
で
あ
ろ
う
か

）
14
（

。
な
お
両
簡

と
も
永
元
年
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
永
元
は
後
漢
第
四
代
皇
帝
・
和
帝
の
年
号
で
、

元
年
が
西
暦
八
九
年
に
当
た
る
。

　

こ
の
﹇
簡
二
﹈〜﹇
簡
五
﹈
の
う
ち
、﹇
簡
三
﹈
に
つ
い
て
は
二
〇
一
三
年
一
月
の

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
調
査
の
際
、
同
研
究
所
陳
列
館
に
展
示
さ
れ
て
い

る
も
の
を
実
見
し
、
樹
皮
は
脱
落
し
て
い
る
も
の
の
向
か
っ
て
左
側
に
枝
の
形
状

を
留
め
て
い
る
な
ど
、﹇
簡
一
﹈
と
同
様
に
枝
材
か
ら
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
こ
の
四
簡
は
い
ず
れ
も
前
述
の
「
數
位
典
藏
」
に
正
面
・
背
面
の
カ
ラ
ー

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
面
写
真
を
見
る
と
、
上
下
端
の
断
面
の
処
理

状
況
ま
で
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、﹇
簡
二
﹈
は
背
面
中
央
に
木
髄
の
よ
う
な
影

が
、
ま
た
﹇
簡
三
﹈﹇
簡
四
﹈
は
割
り
っ
ぱ
な
し
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
た
だ
し
﹇
簡
五
﹈
は
、
背
面
は
割
り
っ
ぱ
な
し
の
よ
う
に
見
え
る
が
判
然
と
し

な
い
。
な
お
、大
き
さ
は
﹇
簡
二
﹈
が
長
二
四
㎝
、幅
一
．二
㎝
、厚
〇
．四
㎝
、﹇
簡
三
﹈

は
長
二
三
．三
㎝
、
幅
一
．八
㎝
、
厚
〇
．五
四
㎝
、﹇
簡
四
﹈
は
長
四
．二
㎝
、
幅
〇
．

七
㎝
、厚
〇
．一
七
㎝
、﹇
簡
五
﹈
は
二
簡
を
接
合
し
た
状
態
で
長
二
二
．三
㎝
、幅
一
．

四
五
㎝
、厚
〇
．三
三
㎝
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
見
て
、少
な
く
と
も﹇
簡
一
﹈〜﹇
簡

四
﹈
の
四
簡
は
幅
一
〜
二
㎝
前
後
の
枝
を
用
い
、
城
山
山
城
木
簡
と
同
様
の
方
法
で

作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　　
　

　
　

﹇
簡
二
﹈　

入
南
書
二
封  

居
延
都
尉
九
年
十
二
月
廿
七
日
廿
八
日
起
詣
府
封
完

永
元
十
年
正
月
五
日
蚤
食
狐
受
孫
昌　

      （128.2

） 

　
　   ﹇

簡
四
﹈　

入
北
書
五
封
合
三
□
／□  

（130.12

）

三
封
都
尉
印
一
詣
府
一
詣
□
□
大
守
府
六
月= 

　

=

九
日
責
戍
屬
行
謹
□
在
尉
所
詣
□
壽
掾
革

   　
﹇
簡
五
﹈　

入
南
書
五
封
一
合 

渠
甲
塞
尉
印
詣
會
水
塞
尉
六
月
十
一
日
起
一
＝

    =

□
史
候
史
印
詣
官
六
月
十
八
日
起

十
六
年
六
月
十
七
日
平
旦
時
橐
他
長
萬
世
受
＝

　

＝
破
胡
弛
刑
孫
明 

（552.3+552.4

）

　

   ﹇
簡
三
﹈　

入
南
書
二
封 

皆
居
延
都
尉
章
九
月
十
日
癸
亥
起
一
詣
敦
煌
一
詣=

　

=

張
掖
府
郵
行

永
元
元
年
九
月
十
四
日
夜
半
椽
受
路
伯

（130.8

）
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こ
の
三
簡
が
出
土
し
た
A 

27
遺
址
は
、
エ
チ
ナ
河
下
流
域
の
南
北
の
交
通
線
上
に

位
置
し
、
七
七
枚
の
木
簡
が
編
綴
さ
れ
た
状
態
で
見
つ
か
っ
た
永
元
五
〜
七
年
の

「
広
地
南
部
官
兵
釜
磑
月
言
及
四
時
簿
（
永
元
兵
釜
磑
簿
）」
が
出
土
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
こ
の
交
通
線
は
、
漢
代
の
当
該
地
域
の
防
衛
を
担
う
肩
水
都
尉
の
管

轄
下
に
置
か
れ
た
広
地
・
橐
他
・
肩
水
の
三
候
官
に
分
け
て
守
備
・
管
理
さ
れ
て
い

た
が

）
15
（

、
同
遺
址
は
、
確
定
は
不
可
能
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
広
地
候
官
の
所
在

地
、
も
し
く
は
広
地
候
官
中
で
比
較
的
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ

れ
る

）
16
（

。
上
述
の
よ
う
に
﹇
簡
三
﹈
に
は
「
郵
行
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
郵
は
候
官
の

下
位
に
あ
り
複
数
の
燧
を
管
轄
し
た
部
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
郵
書
刺
も
部
で

作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で

）
17
（

、
あ
る
い
は
部
の
置
か
れ
た
烽
燧
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
同
種
の
簡
は
他
の
遺
址
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
が
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

渡
し
た
者
の
名
前
に
続
き
「
付
…
」
と
し
て
受
け
渡
し
た
相
手
の
名
前
が
入
る
。
し

か
し
A 

27
遺
址
出
土
の
も
の
に
は
そ
れ
が
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
こ
の
簡
は

郵
書
受
領
の
み
の
記
録
で
送
達
の
記
録
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
上
段
冒
頭
の
方
角
の

前
に
「
入
」
字
が
入
る
の
も
特
徴
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
「
出
」
と
記
し
た
簡
も
同
遺

址
よ
り
一
点
の
み
断
簡
な
が
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
﹇
簡
六
﹈
は
二
〇
一
三
年
一
月
に
実
見
し
た
。
枝
材
か
ら
作
ら
れ
た
確
証
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
背
面
は
割
り
っ
ぱ
な
し
の
よ
う
で
あ
り
、
上
述
の
三
簡
同
様
、

枝
材
を
半
裁
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
入
・
出
と
も
枝
材
を
半
裁
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

次
節
で
取
り
上
げ
る
符
券
と
み
ら
れ
る
簡
の
場
合
を
参
照
す
れ
ば
、
A 

27
遺
址
の
郵

書
刺
も
符
券
と
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
節

で
触
れ
る
。

／□

　
　

﹇
簡
六
﹈　

出
北
書
八
封
二
合　

九
月

□
□
／□ 

 

（130.15

）

二
．　

A 

10
遺
址
出
土
の
い
わ
ゆ
る「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」中
の
刻
券
に
つ
い
て

　

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
A 

27
遺
址
出
土
の
郵
書
刺
に
は
、
城
山
山
城
木
簡
と
同

様
の
作
成
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
簡
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
で
は
、
居

延
漢
簡
中
に
は
他
に
同
様
の
作
成
方
法
を
し
た
簡
が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
に
触
れ
た
と
お
り
、
居
延
漢
簡
中
の
符
券
（
割
り
符
の
類
）
に
、
枝
を
中
央
か

ら
分
割
し
外
側
を
削
っ
て
書
写
面
を
設
け
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
籾
山
明
氏

が
指
摘
し
て
い
る

）
18
（

。
氏
は
衣
服
・
器
物
の
出
納
を
記
し
た
木
簡
の
中
に
、
数
量
な
ど

を
示
す
刻
歯
（
切
り
込
み
）
を
施
し
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
て

森
鹿
三
氏
が
集
成
し
た
「
通
沢
第
二
亭
食
簿

）
19
（

」
に
含
ま
れ
る
「
刻
歯
を
も
ち
、
簡
背

に
断
割
面
を
残
し
た
、
造
り
の
や
や
粗
雑
な
簡
」
が
枝
を
分
割
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
簿
籍
と
し
て
編
綴
さ
れ
た
と
み
る
よ
り
、
単
独
で
機
能
す
る

券
だ
っ
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

）
20
（

。
確
か
に
図
版
を
見
る
限
り

で
も
、
籾
山
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」
中
に
は
左
右
に
樹
皮

様
の
影
が
認
め
ら
れ
る
簡
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

筆
者
は
二
〇
一
三
年
一
月
の
調
査
に
お
い
て
、
森
氏
が
引
用
し
た
簡
牘
か
ら
以
下

の
﹇
簡
七
﹈〜﹇
簡
十
四
﹈
の
八
点
、
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
同
種
の
書
式
を
持
ち
、

図
版
か
ら
枝
材
の
可
能
性
が
窺
え
る
﹇
簡
十
五
﹈〜﹇
簡
十
七
﹈
の
三
点
を
選
び
、
実

見
を
行
っ
た
。
以
下
上
記
の
順
に
列
記
す
る
。

　

こ
の
う
ち
﹇
簡
七
﹈﹇
簡
十
三
﹈﹇
簡
十
六
﹈
は
、籾
山
氏
が
「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」

中
の
券
の
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簡
は
穀
物
（

（
ク
ロ
キ

ビ
））
の
出
納
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
書
式
に
つ
い
て
は
森
氏
・
籾
山
氏
の
研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
入
／
出
、

の
数
量
、
年
月
日
、
受
領
／
支
給
し
た

担
当
者
、「
受
」
／
「
付
」、
受
領
／
支
給
し
た
相
手
、
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

後
ろ
に
渡
し
た
穀
物
が
何
人
分
で
あ
る
か
、
一
人
あ
た
り
の
大
石
で
の
一
日
あ
た
り

支
給
量
等
が
続
く
場
合
が
あ
る
。
な
お
﹇
簡
十
五
﹈
の
み
、
年
月
日
・
担
当
者
名
な

ど
が
な
い
。
ま
た
出
土
地
の
A 

10
遺
址
（
瓦
因
托
尼
）
は
、
通
沢
第
二
亭
・
居
延
都



国立歴史民俗博物館研究報告
第 194集　2015年 3月

12

尉
管
轄
下
の
殄
北
候
官
第
二
燧
で
あ
る
と
同
時
に
、
居
延
都
尉
に
属
す
る
居
延
城
倉

が
設
置
さ
れ
、
穀
物
集
積
・
支
出
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
う

）
21
（

。

　

こ
の
中
で
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
﹇
簡
十
三
﹈
で
あ
ろ
う
（
図
3
）。
こ
の
簡

は
籾
山
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
枝
を
半
裁
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
面
向

か
っ
て
左
側
に
刻
歯
と
思
わ
れ
る
傷
が
二
箇
所
確
認
で
き
た

）
22
（

。
さ
ら
に
上
下
端
を
見

る
と
、ま
ず
下
端
に
は
中
央
部
分
に
折
り
取
っ
た
よ
う
な
痕
跡
と
木
髄
が
認
め
ら
れ
、

左
右
に
も
刃
物
で
切
り
こ
ん
だ
よ
う
な
切
断
面
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
上
端
も
、
正
面

向
か
っ
て
右
側
の
角
か
ら
左
方
向
、
ま
た
向
か
っ
て
左
側
の
反
対
側
（
裏
面
側
）
か

ら
右
方
向
へ
、
対
角
線
方
向
に
刃
物
で
切
り
こ
ん
だ
よ
う
な
断
面
が
み
ら
れ
、
中
央

部
の
割
れ
て
い
る
部
分
に
木
髄
が
見
ら
れ
た
。
左
右
の
側
面
に
は
、
脱
落
は
あ
る
が

所
々
樹
皮
が
残
存
し
て
お
り
、
正
面
向
か
っ
て
左
側
の
側
面
下
部
に
は
葉
か
小
枝
の

付
け
根
の
よ
う
な
痕
跡
が
見
ら
れ
た
。
以
上
の
上
下
端
の
状
況
は
﹇
簡
一
﹈
の
下
部

と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
簡
を
作
成
す
る
際
に
も
城
山
山
城
木
簡
と
同
様
の

方
法
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
上
下
端
の
同
様
の
状
況

は
、
管
見
の
限
り
で
は
﹇
簡
十
﹈﹇
簡
十
四
﹈﹇
簡
十
六
﹈﹇
簡
十
七
﹈
の
上
部
で
も

確
認
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
﹇
簡
十
﹈
は
左
側
面
に
若
干
の
樹
皮
を
留
め
て
お
り
、

﹇
簡
十
四
﹈﹇
簡
十
六
﹈﹇
簡
十
七
﹈
も
脱
落
し
て
い
る
が
、
も
と
は
樹
皮
が
あ
っ
た

様
子
が
見
ら
れ
た
。
他
に
も
、﹇
簡
七
﹈
に
樹
皮
、﹇
簡
八
﹈
に
樹
皮
と
葉
か
小
枝
の

付
け
根
が
残
り
、
ま
た
﹇
簡
九
﹈
に
も
部
分
的
に
樹
皮
が
残
り
、
末
端
部
は
枝
の
根

元
ら
し
い
原
形
を
留
め
、
断
面
は
半
月
状
で
あ
っ
た
。
な
お
﹇
簡
十
五
﹈
は
実
見
に

よ
り
枝
材
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
籾
山
氏
の
い
う
「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」
の

内
容
を
な
す
簿
籍
の
簡
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
簡
に
つ
い
て
も
、「
數
位
典
藏
」
に

お
い
て
正
面
・
背
面
の
カ
ラ
ー
写
真
を
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

図 3　［簡十三］
557.8

　
　

﹇
簡
七
﹈　

出

三
石
二
斗　

征
和
三
年
八
月
戊
戌
朔
己
未
第
二
亭
長
舒
付
＝

　
　
　
　
　
　
　

＝
屬
國
百
長
千
長 

（148.1+148.42

）

　
　

﹇
簡
八
﹈　

出

小
石
十
二
石　

征
和
三
年
十
月
丁
酉
朔
丁
酉
第
二
亭
長
舒
付
＝

　
　
　
　
　
　
　

＝
第
七
亭
長
病
已
食
吏
卒
四
人 

（275.20

）

　
　
﹇
簡
九
﹈　

／□
大
石
六
石

／□
為
小
石
十
石　
　
　
　

征
和
四
年
十
月
壬
辰
朔
癸
巳
第
二
亭
長
＝

　
　
　
　
　
　
　

＝
舒
受
將
軍
從
吏
德

    　
　
　
　

   

（275.22

）

　
　

﹇
簡
十
﹈　

入

小
石
十
二
石　

　

始
元
五
年
二
月
甲
申
朔
丙
戌
第
二
亭
長
舒
＝

　
　
　
　
　
　
　

＝
受
代
田
倉
監
隻 

（275.23

）

　
　

﹇
簡
十
一
﹈ 

出□
廩
小
石
十
一
石
□
斗

□
□
□
□
石
八
斗
四
升　

征
和
四
年
七
月
癸
亥
朔
乙
丑
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
第
二
亭
長
舒
受

適

長 

（534.2A
+534.15A

）

　
　

﹇
簡
十
二
﹈　

／□
十
一
石
六
斗　

始
元
三
年
十
二
月
壬
戌
朔
壬
戌
通
澤
第
二
亭
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
長
舒
受
代
田
倉
監

 

　
（557.3

）

　
　

﹇
簡
十
三
﹈　

出
□
□
□
□
□
□
一
石
四
斗
八
升
征
和
四
年
十
二
月
辛
卯
朔
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
己
酉
廣
地
里
王
舒
付
居
延
農
第
六
長
延
壽 

（557.8

）

　
　

﹇
簡
十
四
﹈　

入

小
石
十
一
石
六
斗　

　

始
元
四
年
二
月
辛
酉
／□ 

（563.8

）

　
　

﹇
簡
十
五
﹈　

出

小
石
三
石
為
大
石
一
石
八
斗
以
食
卒
三
人
十
二
月
辛
卯
盡
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
庚
子
十
日
積
卅
人
人
六
／□ 
（275.2

）

　
　

﹇
簡
十
六
﹈　

入

大
石
八
石
七
斗
為
小
石
十
四
石
五
斗　

二
年
八
月
辛
亥
朔
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
辛
亥
第
二
亭
長
舒
受
第
六
長
延
壽
以
食
吏
卒
五
人
人
六
升
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
辛
亥
盡
己
卯
廿
九
日
積
百

五
人 

（275.21
）

　
　

﹇
簡
十
七
﹈　

入

小
石
十
五
／□ 

（563.12

）
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以
上
か
ら
見
て
、
籾
山
氏
が
取
り
上
げ
た
「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」
中
の
券
は
、
作

成
に
あ
た
り
城
山
山
城
木
簡
と
同
じ
方
法
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
籾

山
氏
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
想
定
さ
れ
る
手
順
は
城
山
山
城
木
簡
と
は
異
な
り
、
分
割

は
刻
歯
の
後
、
即
ち
枝
を
採
取
し
、
書
写
面
を
調
整
、
上
下
端
を
切
断
し
た
上
で
、

先
に
内
容
の
記
入
と
刻
歯
を
行
っ
て
か
ら
、
そ
の
後
で
中
心
か
ら
縦
に
割
る
こ
と
に

な
る

）
23
（

。

　

さ
て
上
に
挙
げ
た
と
お
り
﹇
簡
七
﹈〜﹇
簡
十
七
﹈
の
各
簡
は
多
く
が
冒
頭
に
「
出
」

「
入
」
を
冠
し
て
お
り
、
籾
山
氏
が
挙
げ
る
「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」
以
外
の
券
の
事

例
に
お
い
て
も
同
様
の
書
き
出
し
を
持
つ
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
前
節
の
末
で
も

触
れ
た
と
お
り
、﹇
簡
一
﹈〜﹇
簡
六
﹈
の
各
簡
も
、
記
録
と
し
て
の
性
格
は
異
な
る

な
が
ら
、
同
じ
く
「
出
」「
入
」
の
記
載
を
冠
し
、
ま
た
枝
を
半
裁
す
る
と
い
う
券

同
様
の
作
成
方
法
で
作
ら
れ
て
い
た
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ら
の
簡
に
刻
歯
が
刻

ま
れ
て
い
た
様
子
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
郵
書
刺
が
券
で
あ

る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
件
に
関
し
て
は
、
い
さ
さ
か
時
代
が
後
に
な
る
が
、
楼
蘭
出
土
の
西
晋
簡
の

中
に
興
味
深
い
事
例
が
あ
る

）
24
（

。

　
　

﹇
簡
十
八
﹈　

出
長
史
函
書
一
封
詣
敦
煌
府
簿
書
十
六
封
其
十
二
封
詣
敦
煌
府
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
二
詣
酒
泉
府
二
詣
王
懷
闕
欣　

同
□
泰
始
六
年
三
月
十
＝

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
五
日
統
樓
蘭
從
掾
位
馬
厲
付
行
書
民
公
孫
得
成（296

（C.107
））

冒
頭
に
「
出
」、
以
下
に
封
書
の
種
類
と
数
量
・
宛
先
、「
同
□
」
を
挾
ん
で
年
月
日
、

担
当
者
、「
付
」、
渡
し
た
相
手
、
と
い
う
前
節
で
挙
げ
た
郵
書
刺
に
通
ず
る
書
式
と

な
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
中
央
の
「
同
□
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
走
馬
楼
呉
簡

の
賦
税
納
入
簡
や
大
木
簡
（「
嘉
禾
吏
民
田
家

」）
な
ど
に
頻
出
す
る
「
同
」
字
を

模
し
た
符
号
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
簡
牘
の
左
側
に
「
入
」、
右
側
に
「
出
」
を
冠

し
、
左
右
に
同
内
容
を
書
し
た
上
で
、
両
方
に
ま
た
が
る
形
で
横
長
に
「
同
」
字
を

大
書
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
簡
略
化
し
た
複
数
の
横
画
を
描
き
、
中
央
か
ら
半

分
に
分
割
し
て
授
受
や
出
納
の
証
拠
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る

）
25
（

。
し
か
し
﹇
簡
十
八
﹈

の
「
同
」
字
符
号
は
右
側
の
縦
画
が
欠
け
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
胡
平
生
氏
は
こ
こ
で

出
入
さ
れ
て
い
る
郵
書
は
銭
帛
食
糧
の
よ
う
に
収
支
を
合
わ
せ
る
必
要
が
な
い
こ
と

な
ど
も
踏
ま
え
、
本
簡
は
出
入
を
記
し
て
分
割
し
た
券
で
は
あ
る
が
、
符
号
自
体
に

後
の
検
査
の
際
証
拠
に
す
る
よ
う
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

）
26
（

。
し
か
し

こ
れ
が
「
同
」
字
符
号
を
持
ち
券
の
形
式
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
出
」

を
冠
す
る
﹇
簡
十
八
﹈
の
下
半
に
「
受
」
が
な
く
「
付
」
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
前

節
で
取
り
上
げ
た
郵
書
刺
も
一
種
の
券
で
あ
っ
て
、「
入
」
を
冠
す
る
も
の
と
「
出
」

を
冠
す
る
も
の
が
、
一
本
の
枝
を
利
用
し
て
も
と
も
と
背
中
合
わ
せ
に
作
成
さ
れ
て

い
た
、
つ
ま
り
﹇
簡
一
﹈〜﹇
簡
五
﹈
に
は
﹇
簡
六
﹈
の
よ
う
な
「
出
」
を
冠
す
る
簡

が
背
面
側
に
あ
り
、
分
割
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
郵
書
刺
も
、
先
に
内
容
を
記
入

し
て
か
ら
、
後
で
枝
材
の
中
心
よ
り
分
割
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

お
わ
り
に
、お
よ
び
今
後
の
課
題

　

以
上
、
主
と
し
て
台
湾
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
所
蔵
居
延
漢
簡
の
実
見

調
査
の
結
果
に
基
づ
き
つ
つ
、
作
成
方
法
の
面
か
ら
韓
国
城
山
山
城
木
簡
と
居
延
漢

簡
の
共
通
性
を
探
っ
て
き
た
。
結
論
と
し
て
、
A 

27
遺
址
出
土
の
郵
書
刺
、
お
よ
び

A 

10
遺
址
出
土
の「
通
沢
第
二
亭
食
簿
」中
の
刻
券
が
、手
順
は
若
干
異
な
る
な
が
ら
、

城
山
山
城
木
簡
と
共
通
の
方
法
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
一
章
で

検
討
し
た
郵
書
刺
が
「
出
」「
入
」
を
冠
す
る
形
式
で
あ
り
、
一
種
の
券
だ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
回
の
実
見
調
査
の
結
果
の
範
囲
内
で
は
、
城
山

山
城
木
簡
の
作
成
方
法
は
特
に
居
延
漢
簡
中
の
券
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
居
延
漢
簡
中
の
券
は
穀
物
や
物
品
の
出
納
に
際
し
そ
の
確
認
の

た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
城
山
山
城
木
簡
も
付
札
で
は
あ
る
が
や
は
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り
穀
物
・
物
品
の
納
入
と
確
認
に
関
わ
っ
て
い
た
点
は
、
一
応
の
注
意
を
要
そ
う
。

　

今
回
確
認
し
た
こ
の
居
延
漢
簡
中
の
券
と
城
山
山
城
木
簡
と
の
作
成
方
法
の
共
通

性
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
觚
の
存
在
以
上
に
、
漢
代
簡
牘
、
特
に
居
延
漢
簡
な

ど
中
国
西
北
部
の
漢
代
簡
牘
と
韓
国
出
土
木
簡
の
間
の
具
体
的
な
繋
が
り
を
示
す
可

能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
籾
山
氏
は
居
延
漢
簡
な
ど
を
用
い
て
漢
代

長
城
の
防
衛
体
制
を
論
ず
る
中
で
、
こ
れ
が
朝
鮮
半
島
に
近
い
遼
東
に
ま
で
伸
び
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が

）
27
（

、
前
漢
・
後
漢
か
ら
三
国
期
の
遼
東
・
朝
鮮
半
島
方
面
の

動
向
を
考
え
れ
ば
、
漢
代
長
城
の
防
衛
体
制
で
見
ら
れ
た
木
簡
利
用
を
中
心
と
す
る

書
記
の
方
法
や
経
験
の
蓄
積
が
高
句
麗
に
も
知
ら
れ
、
さ
ら
に
新
羅
へ
も
伝
播
し
て

い
っ
た
可
能
性
を
、
今
回
確
認
で
き
た
こ
と
を
ひ
と
つ
の
基
礎
と
し
て
今
後
具
体
的

に
追
究
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
今
回
確
認
し
た
作
成
法
上
の
類
似
が
両
者
の
関
連
性
を
意
味
し
て
い

る
か
ど
う
か
は
、
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
ま
だ
確
か
と
は
い
え
な
い
。
居
延
漢
簡

や
城
山
山
城
木
簡
に
一
〜
二
㎝
程
度
の
細
い
枝
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
簡
が
み
ら
れ

る
の
は
、
現
地
で
入
手
で
き
る
材
を
適
宜
木
簡
の
作
成
に
利
用
し
て
い
た
結
果
偶
然

類
似
し
た
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
実
際
、
城
山
山
城
木
簡
の
全
て
が
枝

を
中
心
か
ら
分
割
し
て
し
て
作
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
手
近
に
あ
る
材
を

偶
々
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
28
（

。
ま
た
今
回
実
見
し

た
居
延
漢
簡
中
に
も
、
以
上
で
取
り
上
げ
て
き
た
郵
書
刺
・
券
と
同
様
に
枝
を
中
心

か
ら
分
割
し
て
作
っ
て
い
る
も
の
の
、
券
で
は
な
く
簿
の
一
部
と
思
わ
れ
る
簡
が
み

ら
れ
た
。

　
　

﹇
簡
十
九
﹈　

今
見
錢
千
五
百
／□ 

（44.9

）

本
簡
は
長
九
．八
㎝
、
幅
〇
．九
㎝
、
厚
〇
．三
八
㎝
の
断
簡
で
あ
る
が
、
正
面
下
部

に
樹
皮
が
残
存
し
、背
面
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
は
木
髄
が
露
出
し
て
い
た
。
ほ
か
に
も
、

一
章
で
触
れ
た
「
広
地
南
部
官
兵
釜
磑
月
言
及
四
時
簿
（
永
元
兵
釜
磑
簿
）」
の
背

註（
1
）　

走
馬
楼
呉
簡
は
、
主
と
し
て
中
国
・
三
国
時
代
の
呉
の
嘉
禾
年
間
（
西
暦
二
三
二
〜
二
三
八

年
）
の
も
の
で
あ
る
が
、
三
国
時
代
か
ら
詔
書
で
は
紙
が
使
用
さ
れ
、
西
晋
・
泰
始
年
間
（
西

暦
二
六
五
〜
二
七
四
年
）
に
は
簿
籍
で
も
紙
と
簡
牘
の
併
用
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
冨
谷

至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
―
書
記
の
文
化
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）、
第
五
章
・

第
六
章
参
照
。
た
だ
し
冨
谷
氏
は
主
と
し
て
文
献
史
料
と
中
国
西
北
地
域
の
出
土
資
料
か
ら

立
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
状
況
が
直
ち
に
長
沙
三
国
呉
簡
な
ど
湖
南
出
土
簡
牘
に
当
て
は

ま
る
か
は
ま
だ
考
慮
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

城
山
山
城
木
簡
に
は
、
こ
れ
を
身
分
を
示
す
戸
牌
と
し
て
名
籍
と
見
な
す
見
解
も
あ
る
が
、

本
文
中
に
触
れ
た
調
査
の
成
果
な
ど
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
は
物
品
付
札
と
見
な
す
。
早
稲
田

大
学
朝
鮮
文
化
研
究
所
・
大
韓
民
国
国
立
加
耶
文
化
財
研
究
所
編
『
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』（
雄

山
閣
、
二
〇
〇
九
）
所
収
の
平
川
南
・
李
成
市
、
お
よ
び
朴
鍾
益
の
各
氏
の
論
考
を
参
照
。

面
写
真
を
「
數
位
典
藏
」
で
確
認
す
る
と
、
後
半
部
分
に
い
く
つ
か
、
中
央
に
木
髄

の
よ
う
な
影
の
み
ら
れ
る
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
券

以
外
に
も
枝
材
を
利
用
し
中
心
か
ら
分
割
し
て
作
成
し
た
簡
が
存
在
す
る
可
能
性
は

高
い
。
上
述
の
関
連
性
に
つ
い
て
追
究
す
る
た
め
に
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な
簡
が
ど

の
程
度
存
在
す
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
の
中
に
城
山
山
城
木
簡
と
同
様
の
作
成
方
法
を

し
た
も
の
が
含
ま
れ
る
か
の
検
証
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
回
は
実
見
調
査
の

都
合
も
あ
り
、
中
国
側
の
主
た
る
検
討
対
象
が
居
延
漢
簡
旧
簡
に
事
実
上
限
定
さ
れ

た
が
、
居
延
新
簡
な
ど
、
他
の
西
北
地
域
出
土
の
簡
牘
と
の
本
格
的
な
比
較
も
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
と
お
り
、
筆
者
は
従
来
主
と
し
て
走
馬
楼
呉
簡
を
扱
っ

て
お
り
、
居
延
漢
簡
を
は
じ
め
と
す
る
漢
代
簡
牘
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
知
見
が
乏
し

い
。
大
方
の
ご
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

※
本
研
究
は
、
平
成
二
四
年
度
・
平
成
二
五
年
度
の
金
沢
大
学
戦
略
的
研
究
推
進
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
お
よ
び
第
五
回
北
陸
銀
行
若
手
研
究
者
助
成
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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（
3
）　

走
馬
楼
呉
簡
は
、
当
時
の
呉
の
臨
湘
侯
国
（
県
）
の
田
戸
曹
と
称
さ
れ
る
部
署
に
関
連
す
る

文
書
・
帳
簿
群
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
走
馬
楼
呉
簡
の
概
要
、
な
ら
び
に
こ
れ
に
含
ま
れ
る
名

籍（
呉
簡
中
の
呼
称
に
即
せ
ば「
名
簿
」）や
賦
税
関
係
簡
牘
等
に
関
連
す
る
論
考
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
3
世
紀
中
国
の
政
治
・
社
会
と
出
土
文
字
資
料
」（『
歴
史
評
論
』
七
六
九
、二
〇
一
四
）

を
参
照
。

（
4
）　

橋
本
繁
「
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
」（『
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』（
前
掲
）
所
収
）。

（
5
）　

李
成
市
「
六
世
紀
に
お
け
る
新
羅
の
付
札
木
簡
と
行
政
文
書
」（『
咸
安
城
山
山
城
木
簡
』（
前

掲
）
所
収
）、
一
二
四
〜
五
頁
。

（
6
）　

い
わ
ゆ
る
大
木
簡
（
嘉
禾
吏
民
田
家

）
も
例
外
で
は
な
く
、
大
型
の
材
か
ら
切
り
出
し
、

分
割
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
走
馬
楼
呉
簡
の
内
容
・
形
態
に
よ
る
分
類
に
つ
い
て

は
、關
尾
史
郎
「
史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡
・
試
論
」（『
木
簡
研
究
』
二
七
、二
〇
〇
五
）
参
照
。

ま
た
賦
税
納
入
簡
の
一
部
に
木
簡
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
關
尾
史
郎
「
木
と
紙
の
間
」（『
東

洋
文
化
研
究
』（
学
習
院
）一
四
、二
〇
一
二
）、既
公
開
の
文
書
木
牘
に
つ
い
て
は
伊
藤
敏
雄「
長

沙
呉
簡
中
の
生
口
売
買
と
「
估
錢
」
徴
集
を
め
ぐ
っ
て
―
「
白
」
文
書
木
牘
の
一
例
と
し
て
―
」

（『
歴
史
研
究
』（
大
阪
教
育
大
）
五
〇
、二
〇
一
三
）
参
照
。

（
7
）　

冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
―
書
記
の
文
化
史
』（
前
掲
）
第
六
章
。

（
8
）　

尹
善
泰
「
韓
国
出
土
木
簡
の
出
土
現
況
と
展
望
」（
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
編
『
韓
國

古
代
木
簡
』、
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
所
収
）。

（
9
）　

枝
を
利
用
し
て
作
成
し
た
簡
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
は
、「
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
檄
」

が
あ
る
。
徐
元
邦
・
曹
延
尊
「
居
延
出
土
的
〝
候
史
広
徳
坐
不
循
行
部
〞
檄
」（『
考
古
』

一
九
七
九
―
二
）、
永
田
英
正
「「
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
」
檄
に
つ
い
て
―
兼
ね
て
候
史
の
職
掌

を
論
ず
」（
唐
代
史
研
究
会
編
『
東
ア
ジ
ア
古
文
書
の
史
的
研
究
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
〇
）

所
収
）、
冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
）
第
Ⅰ
編
第
三

章
「
檄
書
攷
―
視
覚
簡
牘
の
展
開
」
参
照
。
本
檄
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
八
月
の
甘
粛

省
文
物
考
古
研
究
所
で
の
調
査
の
際
、
張
俊
民
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
実
見
の
機
会
を
得
、
枝

の
姿
を
留
め
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
こ
う
し
た
檄
や
封
検
に
は
同
様
に
枝
の
姿
を
残
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
枝
を
中
心
か
ら
分
割
す
る
城
山
山
城
木
簡
と
は
異
な
る
た
め
、
今

回
は
検
討
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
10
）　

橋
本
繁
「
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
」（
前
掲
）。

（
11
） 　
「
數
位
典
藏
」のU

RL

は http://ndw
eb.iis.sinica.edu.tw

/w
oodslip_public/System

/
M

ain.htm
 

。
上
記U

RL

を
開
い
て
の
ち
「
資
料
検
索
」
か
ら
簡
号
等
で
検
索
・
閲
覧
が
可
能

で
あ
る
。（
二
〇
一
四
年
五
月
閲
覧
）

（
12
）　

陳
夢
家
「
漢
簡
考
述
」（
同
氏
『
漢
簡
綴
述
』（
陳
夢
家
著
作
集
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
。

原
著
一
九
八
〇
）
所
収
）、特
に
そ
の
第
二
篇
「
郵
程
表
与
候
官
所
在
」、お
よ
び
永
田
英
正
『
居

延
漢
簡
の
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、一
九
八
九
）
第
一
部
第
一
章
・
第
二
章
「
居
延
漢
簡
の
集
成
」

一
・
二
、
冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
前
掲
）
第
Ⅲ
編
第
一
章
「
漢
代
の
地
方
行
政
―

漢
簡
に
見
え
る
亭
の
分
析
」、
特
に
そ
の
一
を
参
照
。

（
13
）　

冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
前
掲
）
第
Ⅲ
編
第
一
章
参
照
。

（
14
）　

な
お
、
羅
福
頤
『
漢
印
文
字
徴
』
巻
十
二
「
發
」
の
項
、
ま
た
同
書
巻
十
三
「
封
」
の
項
に

「
封
完
請
發
」
等
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
。

（
15
）　

片
野
竜
太
郎
「
漢
代
辺
郡
の
都
尉
府
と
防
衛
線
―
長
城
防
衛
線
遺
構
の
基
礎
的
研
究
」（
籾

山
明
・
佐
藤
信
編
『
文
献
と
遺
物
の
境
界
―
中
国
出
土
簡
牘
史
料
の
生
態
的
研
究
―
』、
六
一

書
房
、
二
〇
一
一
所
収
）。

（
16
）　

陳
夢
家
「
漢
簡
考
述
」（
前
掲
）、
お
よ
び
邢
義
田
（
中
村
威
也
訳
）「
漢
代
簡
牘
文
書
に
お

け
る
正
本
・
副
本
・
草
稿
と
署
名
の
問
題
」（『
文
献
と
遺
物
の
境
界
』（
前
掲
）
所
収
）
参
照
。

邢
氏
に
よ
れ
ば
、
Ａ
27
遺
址
は
ロ
ケ
ッ
ト
発
射
基
地
の
敷
地
内
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
現

存
せ
ず
、
更
な
る
調
査
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。

（
17
）　

冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
前
掲
）
第
Ⅲ
編
第
一
章
参
照
。

（
18
）　

籾
山
明
「
刻
歯
簡
牘
初
探
―
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
―
」（『
木
簡
研
究
』
一
七
、一
九
九
五
）。

（
19
）　

森
鹿
三
「
居
延
漢
簡
の
集
成
―
と
く
に
第
二
亭
食
簿
に
つ
い
て
―
」（
同
氏
『
東
洋
学
研
究 

居
延
漢
簡
篇
』、
同
朋
舎
、
一
九
七
五
所
収
。
原
著
一
九
六
〇
）。

（
20
）　

上
掲
籾
山
氏
論
文
一
七
六
頁
。

（
21
）　

冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
前
掲
）
第
Ⅲ
編
第
三
章
「
食
糧
支
給
と
そ
の
管
理
―
漢

代
穀
倉
制
度
考
証
」
参
照
。

（
22
）　

な
お
、
刻
歯
の
発
見
・
確
認
で
は
、
橋
本
繁
氏
よ
り
特
段
の
ご
教
示
を
受
け
た
。
記
し
て
感

謝
に
代
え
た
い
。

（
23
）　
﹇
簡
十
一
﹈
は
こ
の
点
で
や
や
特
殊
で
あ
り
、
上
記
の
釈
文
の
あ
る
正
面
（
A
面
）
下
部
に

木
髄
が
認
め
ら
れ
、
背
面
（
B
面
）
側
上
部
に
樹
皮
が
、
ま
た
下
部
に
葉
か
小
枝
の
付
け
根
が

見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
本
来
背
面
に
な
る
べ
き
裁
断
面
が
正
面
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
A
面
・
B
面
と
も
書
写
面
は
平
滑
に
整
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
本

簡
は
Ａ
面
の
書
式
は
刻
歯
の
あ
る
券
と
共
通
す
る
も
の
の
、
B
面
中
央
に
「
望
」
字
が
書
か

れ
て
い
る
な
ど
他
の
簡
に
な
い
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
あ
る
い
は
区
別
の
必
要
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
手
順
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
附
記
し
て
お
く
。

（
24
）　

林
梅
村
編
『
楼
蘭
尼
雅
出
土
文
書
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
。
な
お
釈
文
は
胡
平
生
「
木

簡
出
入
取
予
券
書
制
度
考
」（『
文
史
』
三
六
、一
九
九
二
）
所
掲
の
も
の
を
参
照
し
た
。

（
25
）　

胡
平
生
「
木
簡
出
入
取
予
券
書
制
度
考
」（
前
掲
）。

（
26
）　

胡
平
生
「
木
簡
出
入
取
予
券
書
制
度
考
」（
前
掲
）
一
五
四
〜
五
頁
。

（
27
）　

籾
山
明
『
漢
帝
国
と
辺
境
社
会
―
長
城
の
風
景
』（
中
公
新
書
一
四
七
三
、
中
央
公
論
新
社
、

一
九
九
九
）、
特
に
そ
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
参
照
。

（
28
）　

橋
本
繁
「
城
山
山
城
木
簡
の
製
作
技
法
」（
前
掲
）。
な
お
二
〇
一
三
年
八
月
の
蘭
州
で
の
調

査
の
際
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
の
張
俊
民
氏
よ
り
、
居
延
漢
簡
で
使
用
さ
れ
る
胡
楊
や
紅

柳
は
成
長
が
遅
く
太
く
な
り
に
く
い
が
、
南
方
で
良
く
用
い
ら
れ
る
杉
は
成
長
が
早
く
太
く
な
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（
金
沢
大
学
歴
史
言
語
文
化
学
系
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
四
年
一
月
七
日
受
付
、
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）

り
や
す
い
ほ
か
、
樹
皮
が
脱
落
し
や
す
い
特
徴
が
あ
る
な
ど
、
種
々
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

こ
う
し
た
使
用
さ
れ
る
樹
種
の
特
徴
の
相
違
な
ど
も
、
今
後
の
比
較
の
際
に
は
重
要
で
あ
ろ

う
。


